
課題など 対　応　例

➡・原材料を代替品に変更したい ■代替原料の適合性分析
■試作品の製造

活 用 事 業 の 例

・生産現場の省エネ化により光熱費を
  削減したい（※）

■高効率設備への更新等➡ （例）ポンプやファンのインバーター制御、高効率変圧器・高効率
パッケージ型空調機・高効率ボイラーへの更新や調光機能付き照
明器具への設備更新など

（※）設備の更新等の申請には光熱費がどれだけ削減されるかがわかる資料が必要です！

・店舗や事務所の光熱費を削減したい（※） （例）冷蔵庫・保温庫・照明器具・空調設備の高効率設備へ
の更新や、省エネ制御システムの導入など

■高効率設備への更新等➡ 省エネ

H P
次のHPで交付要綱、公募要領等を確認の上、申請書をダウンロードし、
必要事項をご記入の上、期限までに提出先へ郵送にて提出してください。
https://aomori-shoene.jp
省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金事務局宛
〒030-0812  青森市堤町2-1-1 協同ビル4階  TEL.017-762-0147

申請書
提出先

省エネ・高効率化緊急対策事業費補助金コールセンター問合
せ先 0120-990-396（平日9:00~17:00） 

交付決定日※ ※事前着手ができる場合があります。 
補助対象
期間

・省エネ化や省コスト化に必要な設備更新、ソフトウェア等の
 導入に要する経費（下限額：３０万円）

対象
経費

審 査

エネルギー・原材料価格高騰に対応した
経営基盤強化のための取組

エネルギー・原材料価格高騰に対応した
経営基盤強化のための取組

令和5年10月16日（月）～令和5年10月16日（月）～公募期間

青森県内中小企業者・組合等向け

・青森県内中小企業者（個人事業主を含む）
・青森県内事業協同組合等（事業協同組合又はその連合会、商店街振興組合又はその連合会、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工組合又はその連合会、生活衛生同業組合、企業組合、協業組合）

補助
対象者

補助対象者 通 常 枠 省エネ最適化診断枠 特別高圧電力枠

青森県内
中小企業者

青森県内事業
協同組合等

300万円 500万円 700万円
500万円 700万円 900万円
補助率:1/2 補助率:2/3 補助率:1/2

補助率:1/2 補助率:2/3 補助率:1/2

補 助 上 限 額 補 助 上 限 額 補 助 上 限 額

申請の要件等詳細については、下記ＨＰに掲載の交付要綱、公募要領等でご確認ください。

10月31日（火）まで10月31日（火）まで第2弾 11月17日（金）まで11月17日（金）まで第3弾

省エネ最適化診断など国の事業
によって設置された省エネの専門
家の診断を受けたうえで設備導入
を行い、かつ事業成果を公表　 する
ことに同意して行う事業枠のこと

省エネ最適化診断など国の事業
によって設置された省エネの専門
家の診断を受けたうえで設備導入
を行い、かつ事業成果を公表　 する
ことに同意して行う事業枠のこと

特別高圧の受電者が行う事業枠
のこと
特別高圧の受電者が行う事業枠
のこと

～令和6年1月31日（水）

追加募集

※公募期間中でも予算がなくなり次第終了しますので予めご了承ください。

・二次(第2弾）締切11月中旬、三次(第3弾）締切12月上旬に審査会による書面審査を行い、採択を決定します。
・パートナーシップ構築宣言登録企業は、審査において加点措置が講じられます。
・本補助事業の交付決定を既に受けている事業者も申請できますが、採択の決定にあたっては、初めて申請する事業者、
 または、前回の申請で不採択となった事業者を優先しますのでご了承ください。

 省エネ最適化診断枠とは

特別高圧電力枠とは

※これから省エネ診断等の受診を
希望する場合は、受付できる件数に
限り（20件程度）がありますので、ご
了承ください。

※これから省エネ診断等の受診を
希望する場合は、受付できる件数に
限り（20件程度）がありますので、ご
了承ください。

・原材料の従来品から代替品への移行に向けた調査・研究に
 要する経費

 省エネ・高効率化
緊急対策事業費補助金
 省エネ・高効率化
緊急対策事業費補助金
エネルギーや原材料等の価格高騰に対応するため、省エネ設備への更新など、
今後の事業継続に向けた対策を行う中小企業者等を支援します。
エネルギーや原材料等の価格高騰に対応するため、省エネ設備への更新など、
今後の事業継続に向けた対策を行う中小企業者等を支援します。

（締切日必着）（締切日必着） （当日消印有効）（当日消印有効）


